
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　被上告人の控訴を棄却する。

　　　　　控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人内山辰雄、同巻嶋健治の上告理由一について

　一　原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

　１　上告人は、その所有する原判決添付物件目録一記載の土地（以下「本件土地」

という。）をＤに賃貸し、Ｄは、同土地上に同目録二記載の建物（以下「本件建物」

という。）を所有して、これに居住していた。なお、本件建物の登記簿上の所有名

義人は、Ｄの父であるＥとなっていた。

　２　Ｄは、平成元年二月、本件建物を譲渡担保に供してＦから一三〇〇万円を借

り受けたが、同月二一日、Ｅをして、同建物を譲渡担保としてＦに譲渡する旨の譲

渡担保権設定契約書及び登記申請書類に署名押印させ、これらをＦに交付した。Ｆ

は、同日、Ｄから交付を受けた右登記申請書類を利用して、本件建物につき、代物

弁済予約を原因としてＦを権利者とする所有権移転請求権仮登記を経由するととも

に、売買を原因として所有名義人をＦの妻であるＧとする所有権移転登記を経由し

た。

　３　Ｄは、同月、本件建物から退去して転居したが、その後は、上告人に対して

何の連絡もせず、Ｆとの間の連絡もなく、行方不明となっている。

　４　被上告人は、同年六月一〇日、有限会社Ｈ商事の仲介で本件建物を賃借する

契約を締結して、それ以後、同建物に居住している。右の賃貸借契約書には、契約

書前文に賃貸人としてＤとＦの両名が併記され、末尾に「賃貸人Ｄ」「権利者Ｆ」

と記載されているが、賃料の振込先としてＦの銀行預金口座が記載されており、ま
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た、右契約書に添付された重要事項説明書には、本件建物の貸主及び所有者はＦと

記載され、Ｈ商事はＦの代理人と記載されている。

　５　本件土地の地代は、従前はＤが上告人方に持参して支払っていたところ、Ｄ

が本件建物から退去した後は、同年三月にＦから上告人の銀行預金口座に振り込ま

れ．これを不審に思った上告人がＦの口座に右振込金を返還すると、同年四月から

一二月までＦからＤ名義で振り込まれた。

　６　上告人は、本件建物につきＧ名義への所有権移転登記がされていることを知

り、Ｇに対し、平成二年四月一三日到達の内容証明郵便により、同建物を収去して

本件土地を明け渡すよう求めたところ、Ｆは、同年五月一四日、Ｇ名義への右所有

権移転登記を錯誤を原因として抹消した。

　７　上告人は、Ｄに対して、平成四年七月一六日に到達したとみなされる公示に

よる意思表示により、賃借権の無断譲渡を理由として本件土地の賃貸借契約を解除

した。

　二　本件請求は、上告人が、本件土地の所有権に基づき、同土地上の本件建物を

占有する被上告人に対して、同建物から退去して同土地を明け渡すことを求めるも

のである。被上告人は、抗弁として、本件土地の賃借人であるＤから本件建物を賃

借している旨を主張しているところ、上告人は、再抗弁として、民法六一二条に基

づきＤとの間の同土地の賃貸借契約を解除した旨を主張している。

　原審は、被上告人の抗弁について明示の判断を示さないまま、上告人の本件土地

の賃貸借契約の解除の主張につき次のとおり判断し、上告人の請求を棄却した。

　１　前記事実関係の下においては、Ｆは、Ｄに一三〇〇万円を貸し付け、右貸金

債権を担保するために本件建物に譲渡担保権の設定を受け、貸金の利息として被上

告人から同建物の賃料を受領している可能性が大きいということができるから、Ｆ

が本件建物の所有権を終局的、確定的に取得したものと認めることはできない。
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　２　ＤのＦに対する右貸金債務は、弁済期が既に経過しているにもかかわらず弁

済されていないが、Ｆが譲渡担保権を実行したと認めるに足りる証拠はないから、

本件建物の所有権の確定的譲渡はいまだされていない。

　３　そうすると、本件土地の賃借権も、Ｆに終局的、確定的に譲渡されていない

から、同土地について、民法六一二条所定の解除の原因である賃借権の譲渡がされ

たものとはいえず、上告人の本件賃貸借契約解除の意思表示は、その効力を生じな

い。

　三　しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の

とおりである。

　１　借地人が借地上に所有する建物につき譲渡担保権を設定した場合には、建物

所有権の移転は債権担保の趣旨でされたものであって、譲渡担保権者によって担保

権が実行されるまでの間は、譲渡担保権設定者は受戻権を行使して建物所有権を回

復することができるのであり、譲渡担保権設定者が引き続き建物を使用している限

り、右建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたと解

することはできない（最高裁昭和三九年（オ）第四二二号同四〇年一二月一七日第

二小法廷判決・民集一九巻九号二一五九頁参照）。しかし、地上建物につき譲渡担

保権が設定された場合であっても、譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用又は

収益をするときは、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者によ

る受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃

借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当であり、他に賃貸人に対する信

頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情のない限り、賃貸人は同条二項に

より土地賃貸借契約を解除することができるものというべきである。けだし、(１)

　民法六一二条は、賃貸借契約における当事者間の信頼関係を重視して、賃借人が

第三者に賃借物の使用又は収益をさせるためには賃貸人の承諾を要するものとして
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いるのであって、賃借人が賃借物を無断で第三者に現実に使用又は収益させること

が、正に契約当事者間の信頼関係を破壊する行為となるものと解するのが相当であ

り、(２)　譲渡担保権設定者が従前どおり建物を使用している場合には、賃借物た

る敷地の現実の使用方法、占有状態に変更はないから、当事者間の信頼関係が破壊

されるということはできないが、(３)　譲渡担保権者が建物の使用収益をする場合

には、敷地の使用主体が替わることによって、その使用方法、占有状態に変更を来

し、当事者間の信頼関係が破壊されるものといわざるを得ないからである。

　２　これを本件についてみるに、原審の前記認定事実によれば、Ｆは、Ｄから譲

渡担保として譲渡を受けた本件建物を被上告人に賃貸することによりこれの使用収

益をしているものと解されるから、ＤのＦに対する同建物の譲渡に伴い、その敷地

である本件土地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと

認めるのが相当である。本件において、仮に、Ｆがいまだ譲渡担保権を実行してお

らず、Ｄが本件建物につき受戻権を行使することが可能であるとしても、右の判断

は左右されない。

　３　そうすると、特段の事情の認められない本件においては、上告人の本件賃貸

借契約解除の意思表示は効力を生じたものというべきであり、これと異なる見解に

立って、本件土地の賃貸借について民法六一二条所定の解除原因があるとはいえな

いとして、上告人による契約解除の効力を否定した原審の判断には、法令の解釈適

用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであ

る。論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は

破棄を免れない。そして、前に説示したところによれば、上告人の再抗弁は理由が

あるから、上告人の本件請求は、これを認容すべきである。右と結論を同じくする

第一審判決は正当であって、被上告人の控訴は棄却すべきものである。

　よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官
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全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　藤　　　井　　　正　　　雄

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　野　　　幹　　　雄

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　高　　　橋　　　久　　　子

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　遠　　　藤　　　光　　　男

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　井　　　嶋　　　一　　　友
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